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平成 29年 8月 10日

千葉地方裁判所民事部 御中
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・〒 260-0013 千葉市中央区中央 3-1

渚法律事務所内

告

表   幹   事

5-6 や まち ょうビル 6階

千葉県市民オンブズマン連絡会議

廣   瀬    埋   夫

原
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〒 260-0013 千葉市中央区中央 3-

渚法律事務所

原告 ら訴訟代理人弁護士

同

15-6 やまちょうビル 6階

(送達場所 )
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電  言舌  043(202)8280

F A X 043(202)8277

〒 260-0013 千葉県千葉市中央区中央 3-9-16

三井生命千葉中央 ビル 8階 千葉市民協同法律事務所

原告 ら訴訟代理人弁護士    三    宅    貞   信

電  話  043(224)7401

FAX 043(224)7992

〒 277-0021 千葉県柏市中央町 2-32 太康 ビル 4階 B室

柏第一法律事務所

原告 ら訴訟代理人弁護士    山   田    智    明

電  話  04(7197)5011

FAX 04(7197)5012

〒 260-0855 千葉県千葉市中央区市場町 1-1

被         告    千   葉   県   知   事

鈴    木    栄    治

損害賠償請求事件 (住民訴訟)

訴訟物の価額 金 1, 600, 000円

貼用印紙額  金 13, 000円



請 求 の 趣 旨

1 被告は、鈴木栄治に対し、金 5億 8347万 317円及びこれに対する平成

29年 1月 19日 から支払い済みまで年 5分の割合による金員の支払いを請求

せよ

2 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

請 求 の 原 因

第 1 当事者について

1 原告千葉県市民オンブズマン連絡会議は、千葉県の住民・団体によって組

織され、地方公共団体等にかかわる不正・不当な行為を監視・是正し、また、

地方公共団体等に対し施策への提言を行うことをとおして、健全な住民自治

の実現に寄与することを目的とする千葉県内に事務所を有する権利能力なき

社団である。また、原告■■卜原告‐ 及び原告■■は、千葉県の住民であ

る。

2 被告は、千葉県知事であり、普通地方公共団体である千葉県の執行機関で

ある。

3 別紙事業者一覧表記載の事業者ら (以下、「本件各事業者ら」という。)は、

千葉県から、違約金債務の免除を受けた株式会社である。

4 鈴木栄治 (以下、「県知事鈴木」という。)は、平成25年 4月 5日 から平

成 29年 4月 4日 まで千葉県知事の地位にあった者である。

第 2 事実経緯について

1.県知事鈴木による財務会計上の行為など

(1)本件の前提として、以下の談合が存在した。すなわち、

ア 特定土木一式工事談合

本件事業者ら17社は、他の違反者 15社と共に (計 32社 )、 遅くとも
・



平成 21年 4月 17日 以降、共同して、千葉県発注の土木一式工事につい

て、受注価格の低落防止等を図るために、様々な工作をすることにより、

受注予定者を決定 し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公

共の利益に反 して、千葉県発注の土木一式工事の取引分野における競争を

実質的に制限 していた。

イ 特定舗装工事談合

本件事業者 らのうち No.14株式会社八角工務店及び No.15山和技研株

式会社を除く 15社 は、他の違反者 14社と共に (計 29社 )、 遅 くとも平

成 21年 6月 12日 以降、共同して、千葉県発注の舗装工事について、受

注価格の低落防止等を図るため、様々な工作をすることによ り、受注予定

者を決定 し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益

に反 して、千葉県発注の舗装工事の取引分野における競争を実質的に制限

していた。

(2)上記の談合について、以下の通 りの措置がとられた。すなわち、

ア 上記 (1)ア に対 し、公正取引委員会は、上記不当な取引制限行為は独禁法

3条に違反する行為であるとして、平成 26年 2月 3日 、上記 17社 を含

む違反者 27社に対 し、排除措置命令等を発 した

イ 上記 (1)イ に対 し、公正取引委員会は、上記不当な取引制限行為は独禁法

3条に違反する行為であるとして、平成 26年 2月 3日 、上記 14社 を含

む違反者 25社 に対 し、排除措置命令等を発 した。

(3)千 葉県は、公正取引委員会が、平成 26年 2月 3日 に、本件事業者 らの入

札談合に対 して命 じた、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命

令 を受けて、同年 8月 1日 、本件事業者 らに対 して同人 らとの間で締結 した

建設工事請負契約に基づき、請負契約の 20パーセン ト、総額 9億 7245

万 528円 の違約金請求権 を取得 した。

14)本件各事業者 らは、平成 26年 8月 7日 、千葉県に対 し、本件違約金の支



払債務の減額を求めて、債務弁済調停を申し立てた (千葉簡易裁判所平成 2

6年 (ノ )第 134号 事件及び平成 28年 (ノ )第 60号事件 (以下、「本件

調停事件」という。))。

なお、本件各事業者 らは、本件調停において、それぞれについて契約金の

20パーセン ト相当額 となっている違約金額 を 5パーセン トまで減額 したう

えで、これを 10年間の分割払いにする内容の調停を申し立てた。

(5)そ うしたところ、県知事鈴木は、本件調停事件の係属中である平成 28年

12月 、本件各事業者 らについての違約金支払債権の一部を放棄 して違約金

額を契約金の 20パーセン ト相当額か ら8パーセン ト相当額に減額する、す

なわち、違約金の 6割 を放棄することを内容 とする議案第 24号 (以下、「本

件議決」 という。)を 千葉県議会に提出 した。

(6)こ れに対 して、千葉県議会は、平成 28年 12月 20日 、本件議決を賛成

多数で可決 した。

(7)こ れを受けて、県知事鈴木は、平成 29年 1月 19日 、千葉簡易裁判所に

おいて、本件各事業者 らとの間で、別紙債務額等一覧表の和解額欄記載の和

解額にて、調停を成立させた (以下、「本件調停和解」 という。)。

(8)そ の結果、千葉県は、本来であれば、本件各事業者 らか ら、別紙債務額等

一覧表の賠償額欄記載の金額の支払いをそれぞれ受けることが出来たにもか

かわ らず、同表の放棄額欄記載の金額の支払いを受けることが出来なくな り、

同放棄額欄記載の金額の合計である金 5億 8347万 317円 の違約金債権

を喪失した。

2.原告による監査請求など

(1)原告 らは、平成 29年 5月 25日 、本件訴訟において原告 らが被告に請求

する内容を含む千葉県住民監査請求書 (千葉県知事に対する措置請求)を 千

葉県監査委員に提出し、住民監査請求を行 った。

(2)千葉県監査委員は、平成 29年 7月 12日 付けで、合議不調である旨の監



査結果を原告 らに通知 し、原告らは、平成 29年 7月 13日 、当該監査結果

を受領 した。

第 3 県知事鈴木に対する民事上の損害賠償請求権の発生

1.県知事鈴木による財務会計上の行為の違法性

(1)県知事鈴木による債権免除の意思表示の違法性

ア 県知事鈴木による本件調停和解は、一面では債権の 一部の免除と評価 さ

れるところ、同免除が地方 自治法 240条 3項に基づ くのであれば、その

裁量を逸脱 したもので、同免除は違法である。

イ すなわち、法 240条 3項 は、普通地方公共団体の長につき、債権の免

除をする権限を認めているが、同権限は、「原則 として、地方公共団体の長

に行使・不行使についての裁量はない」 とされてお り (最判平成 16年 4

月 23日 民集 58巻 4号 892貞 )、 同項に基づく地方 自治法施行令 171

条から 171条 の 7に規定する場合のほかには、原則 として、地方公共団

体の長に債務を免除する権限はないと考えられる。

ウ そ うしたところ、本件調停和解にあたって、これ らの各規定が定める要

件を満たす事情はない。

したがって、本件の県知事鈴木による本件調停和解は、法 240条 3項

に基づ くとすれば、これに反するもので違法である。

(2)県知事鈴木による調停和解の合意の違法性

ア 他方、県知事鈴木による本件調停和解 を、調停における行為と評価 した

場合、普通地方公共団体の長は、地方 自治法 149条 9号 に基づいて、こ

のような調停における行為 としての調停和解の合意を行 うことができるも

のと解 される。

但 し、地方 自治法 96条 1項 12号において、普通地方公共団体がその

当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、



調停及び仲裁に関することについては、地方議会の議決が求め られている

ことか ら、普通地方公共団体の長は、本件のような調停和解 を行 う権限を

有するものの、単独ではこれをな し得ず、地方議会の議決を経る必要があ

るものと解される。

イ ところで、地方財政法 4条 によれば、地方公共団体の経費につき、必要

かつ最少の限度をこえて、これを支出してはな らず、同じく収入につき、

適実かつ厳正に、これを確保 しなければな らないと定められている。

そのため、普通地方公共団体の長が調停和解 を行 う場合であっても、そ

れが地方公共団体の財政に関することである限 り、高額な支出をした り、

廉価な売却をした り、債権回収を怠った りするなど、同条に違反すると評

価 される場合には、当該調停和解の合意は、違法な財務会計 上の行為にあ

たるというべきである。

しか しなが ら、例えば、債務の免除に関することであれば、その全部を

免除するべき事情があるのか、あるいは、免除の範囲が一部に留まるのか、

一部に留まるとして、どの程度まで免除を認めるのかについては、相手方

債務者の経済状態に対する適切な評価が不可欠であるし、調停における行

為であるため、調停の進行状況等によって左右され うる事情があろうこと

か ら、原則 として、いかなる内容によって調停を成立させるか、あるいは、

調停を成立させないかについては、普通地方公共団体の長に、相当程度の

裁量が認められると解 される。

ウ 他方で、仮に、調停の成立に関する合意について、普通地方公共団体の

長に裁量逸脱や、権限濫用の違法があった場合には、その合意の前提 とし

て地方 自治法 96条 1項 12号に定める地方議会の議決があったとしても、

その違法性は治癒 されないというべきである。なぜな ら、法 96条 1項 1

2号において地方議会の議決が必要とされているものの、同議決は、普通

地方公共団体の長による調停和解の合意に法的効果を与えるものに過ぎず、



決議どお りに調停を成立させるよう義務付けるものではないと解されるか

らである。 したがつて、議会の議決があったからといって、当該財務会計

上の行為としての調停和解が違法でなくなるなどということはないものと

いうべきである (京都地判平成 13年 1月 31日 )。

工 そのうえで、本件の各事情を検討した場合、まず、本件では、債権回収

の実効性について公認会計士による検証がなされている。

この公認会計士による検証は、下記の方法で弁済計画の整合性を検討す

るものであった

日己

検証の方法は、売上が過小ではないか、原価が過大ではないかといった

観点か ら、一定の見直 しを行い、各社の弁済計画の整合性を検討 した。

具体的には、

① 完成売上高が直近 3期 平均を下回る場合には、直近 3期平均の 9

0%まで増額修正し、完成工事売上原価が、直近 3期平均を上回る場

合には、直近 3期平均に減額修正する。

② 借入金返済額を税引後利益とのバランスを考慮して修正する。

③ 上記①②等の修正により、現預金残高が直近 3期の最低限預金残高

を上回るか、これを下回る割合が小さければ安定的経営が可能とする。

などの見直しを行つて検証を実施した。

そして、その検証結果によれば、本件各事業者らのいずれについても、

当初に定めた契約金の 20パーセント相当額にあたる違約金の満額につ

いて、これを回収することが可能とされた。

オ また、本件では、本件各事業者らについて、調停和解の成立により、一

律に違約金額の 6割 を免除するという措置が講じられたという事情がある。

仮に、上記の公認会計士による検証結果の妥当性に疑間があるとしても、

本件各事業者らが、すべて同様の経済状態にあったなどと考えることはで



きない。そのため、債務免除の割合は、本件各事業者 らにおいて様々とな

ることが当然であり、免除の割合が一律であるとすれば、それ 自体が、本

件各事業者 らの経済状態を正しく評価 したものと考えることができない事

情となる。

すなわち、本件調停和解が、本件各事業者 らに対 して一律に違約金額の

6割相当額を免除する内容であった事情は、県知事鈴木の判断が不合埋な

ものであったことを強 く裏付ける事情といえる。

力 以上のとお り、本件調停和解の内容は、債権回収の観点からみた場合に

甚だ不合埋なものであって、地方財政法 4条の趣旨に反する違法なものと

いうべきであるが、これに加えて、本件の違約金債権の発生原因が、本件

各事業者 らによる談合であったという事情がある。

この点、入札談合は、最も悪質な独占禁止法違反行為の一つとされてい

る。なぜな ら、入札談合は、入札参加者間の公正かつ自由な競争を通 じて

受注者や受注価格を決定 しようとする入札システムを否定するものであっ

て、特に発注者が国や地方公共団体の場合には、予算の適正な執行を阻害

し、納税者である国民の利益を損ねるためである。

そ して、我が国には、いまだに入札談合が必要悪であるなどいう意見が

あるとされるものの、このように国民の利益を阻害する重大な行為である

が故に、入札談合であると認定された場合には、当該談合業者に対 して、

①公正取引委員会による排除措置命令等の措置、②刑事手続による刑事罰、

③発注者たる地方公共団体等からの損害賠償請求などの措置がとられるこ

とが求められている。

以上のような入札談合に関する法制度等の背景に鑑みれば、発注者たる

地方公共団体による損害賠償請求等の措置は、単に被害回復のための債権

回収というだけでなく、将来に渡って談合を繰り返させず、ひいては国民

の利益を守るという観点のもとに行使されるべきものであって、当該損害



賠償請求権についての債務免除をする場合には、相当程度の合理的理由が

求められるものであって、容易にこれを免除するなどの措置を講 じてよい

ものとは考えられない。

ところが、本件調停和解の内容は、本件各事業者 らの経済状態にかかわ

らず、一律に同じ割合で債務を免除するものであるから、これでは、本件

各事業者 らによって、十分な制裁にあたる場合もあれば、まったく制裁に

な らない場合も生ずる。そのため、少なくとも、本件各事業者 らの一部に

対 しては、制裁的な意味合いを無視 したものと評価せざるを得ない。

キ 結局のところ、本件各事業者 らの経営状態を個々に検討したわけでな く、

公認会計士の意見によれば十分に全額の債権 を回収できたという事情があ

ったにもかかわ らず、違約金の 6割相当額を免除する内容の本件調停和解

は、地方財政法 4条の趣旨に基づ く債権管理の観点でも、談合に対する各

種の法規等による制裁の観点でも、合理性を見出し難い。それにもかかわ

らず、債務の大幅な免除を内容とする調停和解を行ったのであるか ら、本

件調停和解 をするにあたって、県知事鈴木は、本来考慮すべき事情ではな

い事情を考慮 して行ったものではないかと考えぎるを得ない。

この点、本件に関連する事情として、本件各本件事業者 ら又はその代表

者の一部が、平成 25年 1月 から平成 27年 2月 までの間だけでも、政治

団体への寄付、パーティ券購入を行っていたという事情がある。つまり、

これ らの寄付等は、弁済資力がないとして本件調停申立てを行った平成 2

6年 8月 以降も継続されているのである。そ して、本件各事業者 らのなか

には、寄付の額が、 2150万 円、 600万 円という高額の寄付となって

いるものや、寄付の相手が、千葉県議会に対 して違約金の減額を求める請

願をした署名人が代表 となっている法人が存在する。

このように、本来、弁済に窮 しているはずの本件各事業者 らが常識に反

して行 う多額の寄付等の行為が存在 し、本件調停和解の内容が、上記のと

ｎ
ｕ



お り、債権回収の観点か らも、談合に対する制裁の観点か らも合理性を有

さないことか らすれば、結局のところ、本件議決は、考慮すべき事情では

ない事情を考慮 してなされたものではないかと疑間を持たざるをえない。

ク いずれにせよ、県知事鈴木による本件調停和解は、上記のとお り、その

裁量を逸脱 した、あるいは、権限を濫用 した違法なものであり、この違法

性は、千葉県議会の議決があるか らといって変わるところはない。

2.県知事鈴木の過失等

(1)以上のとお り、県知事鈴木による本件調停和解の合意は、債務の免除とし

て評価 しても、調停における行為と評価 しても、違法な財務会計上の行為と

評価 される。

(2)ま た、県知事鈴木は、本件調停和解を成立させるにあたって、その調停和

解の内容が不合埋なものであって違法と評価 されるものであることを知 り得

たにもかかわ らず、これを是正することな く成立させたというべきでぁるか

ら、過失が認め られる。

(3)そ して、県知事鈴木による本件調停和解の合意の結果として、千葉県は、

別紙債務額等一覧表の放棄額欄記載の金員の合計となる 5億 8347万 31

7円 の債権を喪失 したのであるか ら、県知事鈴木は、千葉県に対 し、民法 7

09条に基づき、これを賠償する責任がある。

第 4 結語

よつて、原告 らは、被告は、鈴木栄治に対 し、金 5億 8347万 317円 及

びこれに対する平成 29年 1月 19日 か ら支払い済みまで年 5分の割合による

金員の支払いを請求することを求める。

証 拠 方 法

以  上



1 甲第 1号証 (千葉県ホームページの写し)

2 甲第 2号証 (議案第 24号の写 し)

3 甲第 3号証 (監査結果の写 し)

添 付 書 類

1 甲号証の写 し

2 訴訟委任状

各 1通

4通

９

乙



事業者一覧表

聰 麟 橘 鋤 曙

古谷建設株式会社 山武郡横芝光町栗山3195番 地の 1 古谷 務
2 庄司工業株式会社 東金市台方 2078番 地 長谷川富美夫
3 鈴木土建株式会社 大網自里市細草 1624番 地 1 内山弘通
4 株式会社丸二工務店 大綱白里市南今泉 2510番 地の 1 内山康広

5 憾 山武市蓮沼口の3129番 地 中

6 株式会社鈴木工務店 大綱白里市下ケ傍示672番地 鈴木慶一郎
7 山武市本須賀3718番地 鈴木一蒲
8 勁 動 鐘 山武郡九十九里町真亀4782番 地 瑞 之

9 吉岡建設株式会社 山武郡横芝光町横芝 800番地 吉岡昭
10 欲 間薦 翻 試 舗 山武市場坂483番地 佐久間孝明
■
■ 工務店 大網 白里市九十九里町片員220番地 軒 貞「
12

…

松 撻 山武郡九十九里町片貝3823番地 小松隆弘
13 中 山武市成東3103番地 臓
14 株式会社人角工務店 山武郡横芝光町寺方103番地 新 難
15 山和 東金市台加 番地 池原永人
16 株式会社萱生工務店 大網白里市大網 2996番 地 萱生冨二雄
17 株式会社行木工務店 山武市本須賀 3704番 地 行木哲男

j3



債務額等一覧表

債務者名 契約金 賠償額 和解額 放棄額

1 古谷建設株式会社 1,157,728,950 231,545,790 92,618,316 138,927,474
９

“
庄司工業株式会社 761,817,000 152,363,400 60,945,360 91,418, 04C

3 鈴木土建株式会社 680,109,150 136,021,830 54,408,732 81,613, 098

4 株式会社丸二工務店 337,257,900 67,451,580 26,980,632 40,470, 948

5 佐瀬土建株式会社 323,412,394 64,682,478 25,872,991 38,809, 487

6 株式会社鈴木工務店 230,485,500 46,097,10C 18,438,840 27,658, 26C
″
イ 東海建設株式会社 305,862,900 61,172, ρ

υ
８ｂ̈ 24,469,032 36,703, 548

8 三和建設株式会社 138,164,250 27,632,850 11,053,140 16,579,71C

9 吉岡建設株式会社 160,822,20C 32,164,440 12,865,776 19,298,664

10 佐久間建設株式会社 113,570,10C 22,714,020 9,085,608 13,628,412

株式会社鵜沢工務店 115,320,45C 23,064,090 9,225,636 13,838,454
，

“
株式会社小松土建 167,419,35C 33,483,870 13,393, 548 20,090, 322

13 中央建設株式会社 66,015,60C 13,203, 120 5,281,248 7,921,872

14 株式会社八角工務店 54,082, 35C 10,816,470 4,326,588 6,489,882

15 山和技研株式会社 42,709,800 8,541,960 3,416,784 5,125,176

16 株式会社萱生工務店 40,962,600 8,192,520 3,277, 008 4,915,512

17 株式会社行木工務店 166,512,150 33,302,430 13,320,972 19,981,458

合計 4,862,252,644 972,4507528 388,980,211 583,470,317

∫午


